


◆ 健康保険収入
会社と社員の皆さんから納めて頂く保険料です。

◆ 繰入金
保険料収入の不足分を補うために積立金を取り崩し繰り入れます。

◆ 保険給付費
皆さんの医療費や出産、死亡、けがや病気による休業補償などへの給付です。

◆ 納 付 金
・前期高齢者納付金
  65歳から74歳までの前期高齢者医療制度で
　制度間の財政調整のために納付します。
・後期高齢者支援金
  75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度に拠出します。

◆ 事 務 所 費
役職員の人件費など組合の運営にかかわる費用です。

◆ 保健事業費
各種健診や保健指導など社員の皆さんと
ご家族の健康づくりのための費用です。






